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午前10時開会 

○環境政策部長 皆様、大変お待たせいたしました。環境政策部長の〇〇でございます。

定刻になりましたので、事務局より御案内申し上げます。 

 これより令和４年第４回環境審議会を開会いたします。 

 本日はお忙しい中、委員の皆様には御出席をいただき御礼申し上げます。令和４年第４

回の環境審議会ということで、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 当環境審議会においては、新型コロナウイルス感染症予防に万全を期すため、Ｚｏｏｍ

を原則としたハイブリッドでの開催とさせていただいております。何とぞ御協力をお願い

いたします。 

 Ｚｏｏｍでの会議進行について、今回も委員の皆様に事前に注意事項を６点ほど御案内

させていただきます。まず１点目、御自身の発言時以外はミュートに設定していただきま

すようお願いいたします。２点目、発言する際は、手をカメラから見えるように挙げてい

ただくか、手を挙げるボタンを表示し、司会から指名された後にミュートを解除して発言

してください。なお、Ｚｏｏｍにはチャット機能がありますが、会議の運営上、チャット

での発言内容は議事録には記録いたしません。加えて、二子玉川分庁舎大会議室では大型

モニターに画像を映しておりますため、細かい文字は判読が困難ですので、御配慮をお願

いいたします。３点目、発言する際は、最初に御自分のお名前をおっしゃってください。

４点目、通信上のトラブル等がございましたら、さきに御案内しました事務局の携帯電話

に御連絡ください。５点目、録画、録音やスクリーンショットなどは御遠慮ください。６

点目、通信状況により一部の音声が聞き取りづらくなる場合もございます。ヘッドフォン

等を御使用いただくと比較的聞き取りやすくなるようですので、お持ちであれば機器の接

続をお願いいたします。 

 本日は、〇〇委員、〇〇委員、〇〇委員、〇〇委員から、あらかじめ御欠席の連絡をい

ただいております。 

 現時点で、審議会委員14名のうち10名の御出席により、審議会の定足数の過半数は満た

しておりますことを御報告させていただきます。また、〇〇委員は11時までの御参加の予

定と伺っております。なお、〇〇会長、〇〇委員のお二人と、副区長、環境政策部長、環

境計画課長は二子玉川分庁舎大会議室より参加し、ほかの委員及び区側出席者はオンライ

ンでの参加となっております。 

 それでは、傍聴について御報告いたします。 
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本日は12名の方がオンラインで傍聴されております。世田谷区環境審議会の会議の公開に

関する取扱要綱では傍聴人数を10名以内と定めておりますが、全員の方がオンライン傍聴

であるため、会議運営等に影響はないと考えられることから、全員について傍聴者として

決定いたしました。 

 本審議会は、世田谷区附属機関の設置運営に関する要綱、世田谷区環境審議会の会議の

公開に関する取扱要綱により、次の２つの場合を除き原則公開となっております。１点

目、取り扱う情報が世田谷区情報公開条例第７条に該当するとき。２点目、公正かつ円滑

な審議が著しく阻害されるおそれがあるとき。今後も、審議会開催の都度、審議会の開催

及び傍聴について世田谷区のホームページや区の広報紙で周知、御案内をしてまいります

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 次に、事務局より配付資料の確認をいたします。 

○環境計画課長 皆様、おはようございます。環境計画課長の〇〇でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 まず、次第でございます。ここで１点訂正がございまして、３．その他の次回日程の御

案内で、候補日の令和「４年」を「５年」に直していただけますでしょうか。申し訳ござ

いませんでした。続きまして委員名簿がございます。続きまして「世田谷区地球温暖化対

策地域推進計画」の見直しについて、審議資料１として次第がございます。審議資料１－

１から審議資料１－７、参考資料がついております。続きまして、環境配慮制度における

評価算定書の改定について、審議資料２として次第がございまして、審議資料２－１から

２－５、参考資料２－１から２－５がございます。引き続きまして、開発事業等に係る環

境配慮制度対象事業の協議状況についてが報告資料１でございます。続きまして、「ＥＣ

Ｏステップせたがや」令和３年度の取組み結果について、報告資料２でございます。以上

でございますが、足りない方はいらっしゃいますでしょうか。 

○環境政策部長 ありがとうございました。 

 それでは、開会に先立ちまして、副区長から御挨拶を申し上げます。〇〇副区長、お願

いいたします。 

○副区長 おはようございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

 第14期の環境審議会も本日で最終回の予定でございます。〇〇会長はじめ皆様には、こ

の２年間、まさにコロナ禍でしたけれども、熱心に御議論いただきまして、改めて感謝申

し上げます。 
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 世田谷区地球温暖化対策地域推進計画の見直しにつきましては、これまでいろいろな御

意見をいただきながらブラッシュアップ等を重ねて、来年度以降の具体的な施策へつなげ

ていくためのビジョン、重点施策等が固まってきたものと感じてございます。本審議会で

御意見のありました廃プラスチックの処理方法等につきましても、今年８月に清掃・リサ

イクル審議会に諮問いたしまして、専門的な見地から審議を進めていただいているところ

です。 

 また、環境配慮制度における評価算定書の改定におきましては、十分な審議の時間が持

てない中での整理となり、大変恐縮でありますが、こちらも脱炭素に向けての重要な施策

の一つですので、率直な御意見をいただければと思います。 

 また、先般、環境省では、新たな取組みとして、脱炭素につながる新しい豊かな暮らし

を創る国民運動と称しまして、国と自治体、企業が一体となって取り組む官民連携協議会

を立ち上げたところです。本区もこの趣旨に賛同し、10月25日に行われました協議会の発

足式に区長が参加いたしました。その中でショートスピーチの時間が与えられまして、本

区からは自治体間連携の取組みについて紹介をしたところです。この運動を契機として国

全体の機運が高まり、脱炭素につながる施策が加速することを期待してございます。 

 環境に関する行政課題はまだまだ山積しておりますけれども、区では、今後とも気候危

機対策に高い危機感を持って、庁内一丸となって取り組んでまいりますので、皆様にはこ

れからも様々な場面でご支援、ご協力をお願いしたいと思います。それでは、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○環境政策部長 ありがとうございました。 

 それでは、ここから会長に進行をお願いいたしたいと存じます。会長、議事進行よろし

くお願いいたします。 

○会長 それでは、10時10分でございますけれども、これから令和４年第４回の審議会を

開催したいと思います。 

 まず、手続事項でありますけれども、議事録の署名人ということで、持ち回りですが、

今回、〇〇委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。私とでサインを

させていただきます。 

 それでは、早速ですが、議事に入りたいと思います。今も御説明がございましたけれど

も、審議して答申しなければいけない事項が２件、報告事項が２件ございます。報告とい

っても聞きっ放しだとあまり意味がないので、御意見、御質問等があれば当然言っていた
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だきたいということで、相変わらず盛りだくさんでございます。議事進行上、最初の諮問

答申事項の「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画」の見直しについて60分程度、次の建

築物の環境配慮制度の評価算定書の改定につきまして30分ぐらい、そのほかありますので

合わせて２時間弱と思っております。先ほど副区長さんから御挨拶のとおり、今回、最後

の審議になりますので、御意見を余すところなく述べていただきたいと思います。 

 早速ですけれども、〇〇課長から、今たくさんあった資料を簡潔に御説明を賜りたいと

思います。よろしくお願いします。 

○環境計画課長 よろしくお願いします。それでは、私から審議資料の御説明をさせてい

ただきます。 

 まず、お手持ちの審議資料１－１を御覧ください。本日のテーマでございますが、下の

「今回」のところで、計画案の審議でございます。 

 裏面を御覧ください。本日重点的に御審議いただきたい内容は記載の３点でございま

す。(1)のめざす将来像については、前回から引き続きの御議論でございます。 

 (2)重点施策につきましては、７月の審議会以降、区役所内にて検討し、総花的になっ

ていた施策を、重点施策として先行して取り組む施策を取りまとめました。 

 (3)の脱炭素先行地域の検討についてでございますが、本編の66ページのコラムにも載

せてございますが、今後の新たな施策の芽出しとして、住宅地である世田谷区らしいもの

がつくれないかを検討していきたいと考えております。以上、本日御審議いただきたい項

目でございます。 

 引き続きまして、審議資料１－２を御覧ください。１の主旨から３の法的根拠につきま

しては説明を割愛させていただきます。 

 恐れ入ります、２ページを御覧ください。４の検討体制でございます。(3)区民意見の

聴取に記載のとおり、区民説明会を９月７日に開催し、その後、区民意見募集を実施いた

しました。これらの結果につきましては後ほど御報告いたします。 

 ５の改定案についても後ほど御説明いたします。 

 ６の今後のスケジュールでございます。本日、計画案の内容について御議論いただき、

12月に審議会から答申をいただく予定となっております。それを踏まえて区役所内にて検

討し、翌年２月に計画案を区議会に報告し、３月に決定という流れを予定しております。 

 続きまして、審議資料１－３を御覧ください。計画素案から計画案への主な変更点の一

覧でございます。７月の審議会以降、委員の皆様には８月31日時点で素案を送付させてい
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ただきまして、変更箇所を共有させていただきました。資料の色つき網かけのナンバーは

その時点で変更済みの箇所、網かけのない白いナンバーがさらにそれ以降に変更した箇所

でございます。 

 主な変更点を御説明いたします。№９の「野心的な目標」を2013年度比「60％削減」か

ら「66％削減」に変更いたしました。このたびの区民意見募集などで削減目標を65％以上

に上げてほしいという御意見を多数いただいたことを受け、国の2030年度の家庭部門の削

減目標値である66％に合わせ、設定いたしました。 

 次に№29、重点施策を追加いたしました。住まい・建物、車、廃棄物、みどり、行動支

援の５つの項目を挙げ、重点的に取り組む施策を整理いたしました。詳細につきまして

は、この後、各担当課長から内容について御説明させていただきます。 

 審議資料１－４、審議資料１－５でございます。計画案の概要版及び計画案の本編でご

ざいます。計画素案からの変更点につきましては、先ほどの審議資料１－３の内容のとお

りでございます。 

 引き続きまして、審議資料１－６を御覧ください。９月７日に実施いたしました区民説

明会の実施結果となります。 

 29名の方に御参加いただき、区から計画素案についての説明と、素案に対しての政策提

案や質疑応答を行いました。 

 ４の当日挙げられた主な意見につきましては、区民の参画、協働に関して、気候市民会

議を開催してほしいという御意見や、削減目標に関して、さらに高い目標を掲げるべきと

いった御意見が挙げられました。また、施策や取組みに関しても、様々な御意見、御提案

がありました。当日は区側からも区長、副区長はじめ関係所管の部長級職員が出席し、意

見交換や、質疑についてお答えさせていただきました。 

 続きまして、審議資料１－７を御覧ください。９月15日から10月６日にかけて実施した

素案に対する区民意見募集の結果概要でございます。 

 ２の意見提出人数のとおり、39名の方から御意見を提出いただきました。 

 また、３の意見件数につきましては、合計で123件となっております。意見の内訳につ

いては表のとおり、計画素案第３章の計画の目標と第４章の対策・施策に対する御意見を

多数いただきました。特に計画目標に掲げた2030年度までの中期目標に対して、さらに数

値を上げてほしいという趣旨の御意見が多数寄せられました。 

 ４の主な意見では、こうした計画目標に関する意見のほか、区の対策や施策に関して、
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エネルギーや住宅・建物、みどり、ごみ減量・資源循環などに関する多くの意見をいただ

いております。全ての御意見に対して区の考え方を付した一覧をまとめ、来年２月に区民

の方々に公表させていただく予定でございます。 

 まず私からの説明は以上でございます。続きまして、各担当課長から重点施策の説明を

させていただきます。 

 審議資料１－５の75ページを御覧ください。本日、重点施策２の車のところの公用車の

ＺＥＶ化の担当課長である経理課長が途中退席させていただく都合上、先にこの内容につ

いて御説明させていただき、御質疑を受けたいと思います。それでは〇〇課長、御説明を

お願いいたします。 

○経理課長 経理課長の〇〇です。ありがとうございます。それでは御説明いたします。 

 ただいまの推進計画案の76ページ、重点２、車の一番下、公用車のＺＥＶ化の項目を御

覧ください。 

 区では、この10月末に公用車の管理運営に係る基本方針を新たに策定いたしまして、本

庁舎等の整備を契機に、より効率的、効果的な活用を図り、総量を抑制するとともに、財

政負担の平準化を図りながら、老朽化が進行する公用車の確実な更新とＺＥＶ化を図るた

め、特殊車両を除き、従来の所有方式からリース方式に切り替えることとしております。

具体的には、現在、区が所有しております貨物車、乗用車220台あまりについて、来年７

月に基本的に全てリースに切り替えまして、本庁舎等整備が完了する令和９年度、2027年

度にかけて、リースに附帯する車両予約システムの導入による共有化の促進、一方、タク

シーや電動アシスト自転車の利用拡大等を図って、段階的に全体の２割相当を削減しなが

ら、順次、車両を更新していきたいと考えております。その際、災害時に優先活動するも

のを除いてＺＥＶ化を図る計画でございます。 

 区の利用する車両につきましては軽の貨物車が多くを占めておりますけれども、今後の

各メーカーのＥＶ等の販売動向も注視しながら、リースの利点を生かして効果的な切り替

えを進めたいと考えております。説明は以上でございます。 

○会長 ここで一旦、質問とか御意見があれば承りたいと思います。 

 では、私からですけれども、ここは「ＺＥＶ化」と書いていますけれども、今のお話を

聞いているとＥＶ化のことですよね。ほかのＺＥＶは考えていらっしゃらないですよね。 

○経理課長 今、一応ＥＶ中心ではあるんですけれども、いわゆるＰＨＥＶですね、災害

時に特に有効というところもありますので、こちらの活用も併用して考えております。 
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○会長 分かりました。経理課長さんに聞くのもしのびないので、もしかしたら環境のほ

うでお答えいただければいいのかもしれませんけれども、ＨＶはどうなんですか。世界的

にはそれはやめよう、それではだめだという流れもありますけれども。ＰＨＥＶは、おっ

しゃるように、電気で走れるのが相当長いですけれども、それはどんな感じなんですか。

東京都のＺＥＶというのは、ハイブリッドは入っているんですか。 

○環境計画課長 入っています。 

○会長 今まだ入っている。世田谷区としては、そこは今、ＰＨＶとＥＶということです

か。 

○経理課長 こちらでＺＥＶとさせていただいているのは、この計画書にも定義がござい

ますとおり、ＥＶ、ＰＨＶ、それからＦＣＶ、こちらをＺＥＶの範囲としております。 

○会長 では、後で文章を整理したほうがいいかもしれませんね。ハイブリッドも入って

いて「等」がついていて、柱書きの範囲と公用車のＺＥＶ化のところが一致していないの

で、何か分かりやすく書いていただければ。どうせ後で行政計画みたいなものをつくって

アピールされるのかもしれませんが、これだけが生き残るのだと、ちょっと文章の整理、

定義の整理が要るかもしれません。 

 ほかに何かございますか。 

 それでは経理課長さん、お忙しい中ありがとうございました。 

○経理課長 御配慮いただき、ありがとうございました。すみません、失礼いたします。 

○会長 定義の話なので、後でまた整理を。 

○環境計画課長 はい。 

○会長 引き続いて、ほかの課長さん、お願いします。 

○環境計画課長 〇〇課長、どうもありがとうございました。 

 引き続きまして、〇〇課長から順番に御説明をお願いしてよろしいでしょうか。 

○環境・エネルギー施策推進課長 環境・エネルギー施策推進課の〇〇です。重点１の住

まい・建物の中の環境に配慮した住宅の推進について御説明いたします。 

 国では省エネ法を通じた省エネ基準の設定で進めておりまして、東京都では、減らす・

創る・貯める（ＨＴＴ）の観点からのエネルギーの様々な効率化、脱炭素化、有効活用と

いうことで推進しているところですが、世田谷区では、既存の住宅・建物を中心として、

これまで省エネルギー、再生可能エネルギーの利用を促進してきました。今後につきまし

ては、今ある環境配慮型住宅リノベーション推進事業補助金についてもメニューを新たに
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見直して拡充するなどの取組みで、区全体のＣＯ２排出量を減らすための機器設置を支援

していきたいと考えております。 

○環境計画課長 続きまして、〇〇課長、お願いします。 

○公共施設マネジメント課長 公共施設マネジメント課の〇〇でございます。私からは、

重点１の公共施設のＺＥＢの推進ということで御説明をさせていただきたいと思います。 

 私ども、今まで、公共施設についてはエネルギーの指針とかで建物の省エネ化とかを進

めてきたんですけれども、今後、国とかでもＺＥＢというものが推進されてきてございま

すので、令和４年度から、世田谷区の公共施設のＺＥＢでどこを目指していくのかを、

今、検討しているところでございます。 

 こちらに書かせていただいておりますように、それでＺＥＢの指針というものを世田谷

区で策定いたしまして、公共建築物の設計とか認証の手続を工事の際に支援したり、ま

た、建て替えをしなくても中長期的な改修、保全計画というのはやっておりますので、Ｚ

ＥＢに至らないものについても、ＣＯ２削減の手法は様々あると考えておりますので、こ

れを提案しながらＣＯ２削減を支援していくというふうに考えております。 

 また、世田谷区は公共施設等総合管理計画というものを持っておりまして、これが世田

谷区の基本計画に合わせて改定する予定になっておりますので、公共施設のＺＥＢ化の整

備の内容とか、当然環境にはお金がかかってくるということがございますので、そういっ

た費用等の位置づけを今後検討してまいりたいと考えております。 

○環境計画課長 どうもありがとうございました。 

 すみません皆様、先ほど会長から御質問がありましたハイブリッド車の話でございます

が、資料の116ページを御覧ください。すみません、私、先ほど間違えました。ハイブリ

ッド車のくくりとしては次世代自動車の区分けになるようでございますので、そちらを御

覧ください。 

 それでは〇〇課長、ＺＥＶの普及、利用の促進の御説明をお願いいたします。 

○環境・エネルギー施策推進課長 環境・エネルギー施策推進課長より、重点２の車のＺ

ＥＶの普及、利用の促進について御説明いたします。 

 これは区としても重点的に進めていきたいということで挙げさせていただいております

が、区有施設でのＥＶの公共用急速充電器の設置ということで、今、５地域に１か所ずつ

の設置を目指しているところでございます。具体的に言いますと、砧地域の大蔵第二運動

場のところに、まずは１か所設置したいということで進めております。 
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 また、移動式水素ステーションの運用ですが、こちらは砧の清掃工場の中で、移動式の

水素ステーションを、今、活用しております。これにつきまして、来年度以降も継続して

進めていきたいと考えております。 

○環境計画課長 ありがとうございました。 

 続きまして、〇〇課長、重点３の廃棄物の御説明をお願いいたします。 

○清掃・リサイクル部事業課長 清掃・リサイクル部事業課長の〇〇です。では、私のほ

うから、重点施策３の廃棄物の関係の説明をさせていただきます。 

 資料は77ページになります。まず、清掃の関係でいきますと、まさしく区民が日々の暮

らしの中でごみ減量を図ることにより、ごみの処理に係る温室効果ガス削減につながって

いくものと考えております。77ページに記載のとおり、廃棄物の発生抑制、資源や製品等

の再使用、再生利用などにより資源循環をさらに促進していくところでございます。 

 具体的な内容といたしましては３つ記載をしております。区民・事業者の２Ｒ（リデュ

ース、リユース）行動の促進といたしまして、区民、事業者に不用な「もの」を出さない

暮らしや事業活動への転換などを働きかけるほか、引き続きさらなる分別や排出ルールの

徹底により、リサイクル可能な資源を有効活用し、資源の循環に取り組んでまいります。 

 また、食品ロスの削減といたしましては、本年７月に食品ロスの削減推進計画を策定し

ております。そちらに基づき、フードドライブの実施や、せたがやエコフレンドリーショ

ップの登録店舗拡大など様々な取組みを進めてまいります。 

 そして３つ目、プラスチック使用製品の分別回収の検討になりますけれども、冒頭、副

区長の御挨拶の中にもありましたとおり、８月より清掃・リサイクル審議会での審議が始

められております。プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律がこの４月に施行

されたのを踏まえまして、家庭から排出される使用済プラスチック使用製品の分別収集、

再商品化のあり方について検討を現在進めているところでございます。 

 なお、こちらの重点で示しております具体的内容の３点につきましては、56ページの区

民の取組み支援、あるいは61ページの事業者の取組み支援、それぞれ脱炭素型ライフスタ

イルあるいはビジネススタイルへの転換促進の取組みとしても明記しているところでござ

います。説明は以上になります。 

○環境計画課長 ありがとうございました。 

 続きまして、４のみどりを〇〇課長、御説明をお願いいたします。 

○みどり政策課長 みどり政策課長の〇〇です。私からは、重点施策４のみどり、グリー



 10 

ンインフラの活用促進について御説明させていただきます。 

 みどりにつきましては、気候変動対策全体で様々な効果があるということで取組みを進

めていきたいと考えてございますけれども、重点といたしましては、激甚化する水害等へ

の適応策といたしまして、みどりが持つ雨水の貯留や浸透、流出抑制、水質浄化、地下水

涵養など様々な機能を活かすグリーンインフラの取組みについて推進していくということ

で記載させていただいております。 

 具体的には、１点目、グリーンインフラに係る補助制度の拡大といたしまして、民有地

におけるグリーンインフラ推進のため、緑化に関わる各種助成制度について、より使いや

すい制度への検討を進めてまいりたいと考えてございます。現在でも、シンボルツリーと

か民有地における様々な助成制度の運用を図っているところでございますが、例えば対象

範囲の拡大とか、助成メニューをもう少し使いやすいものに拡充していくなどについて検

討してまいります。 

 もう１点は、みどりなどの自然の持つ様々な機能を有効に活用するグリーンインフラの

促進といたしまして、公園などの整備、改修の機会、道路も含めて捉えまして、グリーン

インフラの考えに基づく施設整備について取り組んでまいりたいと考えてございます。 

○環境計画課長 ありがとうございました。 

 それでは最後に、重点５の行動支援について、〇〇課長、御説明をお願いします。 

○環境・エネルギー施策推進課長 環境・エネルギー施策推進課長より、重点５の行動支

援について御説明いたします。 

 こちらは国や東京都の動きに合わせまして、地球温暖化に対する一人一人の理解と行動

変容ということで、区民、事業者の行動促進、次世代の人材育成に取り組んでいるところ

でございます。４つ挙げてございます。 

 １つが省エネポイントアクションの拡充ということで、省エネに取り組んだ区民に対し

まして、今、商品券をお配りするような事業をしておりますが、それにつきましては、昨

今の節電の取組み、電力の逼迫などにおきまして、大変区民の関心も高くなってきている

ところでございます。この事業に関しましては、今後さらに新たなコースを新設するなど

で事業の拡大をしていきたいと考えております。 

 次に、２番目のせたがや版ＲＥ100の普及促進です。こちらは、世田谷区としまして再

生可能エネルギーを利用することで、世田谷区全体の再エネの利用を進める取組みとして

おります。公募でせたがや版ＲＥ100のロゴマークを選定しておりますけれども、これを
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様々な啓発物品に使用するなどしまして、普及を促進してまいりたいと考えております。

この賛同者につきましては、個人、企業、団体で合わせて294の賛同者を得ておりまし

て、日々こういった賛同が増えてきている状態にあります。 

 続きまして３点目、再生可能エネルギー電力の購入の普及促進です。こちらも世田谷区

役所の主に公共施設を中心として再生可能エネルギーの利用を進めているところでござい

ますが、また、副区長の挨拶にもありました自治体間連携によりまして、区民、事業者に

再生可能エネルギーを提供するとしておりますけれども、これにつきましても、電力契約

においての再生可能エネルギーの導入を進めてまいりたいと考えております。 

 最後に、次世代の人材育成ですが、こちらは、今年度２回目となります若者環境フォー

ラム、それから、初めての開催となりました環境デーといったリアルイベントもしており

まして、特に若者による情報発信、団体交流を促進してまいりたいと考えております。ま

た、新たな取組みとして、学校、個人が取り組む活動を支援し、発表する場を提供するこ

とで、さらに相乗効果といいますか、大きな輪となっていくような取組みをしていきたい

と考えております。 

○環境計画課長 どうもありがとうございました。 

 御説明は以上でございます。ここで〇〇会長に進行をお返しいたします。よろしくお願

いいたします。 

○会長 ありがとうございます。それでは、30分ぐらい審議ができると思います。最終的

な審議ということなのでどしどし意見を賜りたいんですが、前回と変わったところは、先

ほどありましたけれども、審議資料１－３に白抜きで書いてあるのが特に新しいところ

で、それから、特に重点施策はよく書き込んだので見てほしいということのようでござい

ます。それ以外も、最後ですから全体について御意見を承りたいと思います。何からでも

結構です。 

 当ててはいけないのかもしれませんけれども、〇〇さん、手を挙げていただいておりま

すので遠慮なく。 

○委員 〇〇でございます。環境に配慮した住宅の推進という部分ですが、これは東京都

のほうでも、この前、何か発表したようでございますが、世田谷区としてはどこまで応援

できるのかというのがよく分かっていないので、これは本当に進められるかなと。既存の

建物を改造するには相当の費用がかかりますので、どのくらいの範囲で支援していただけ

るのかちょっと聞きたいなと思って、この支援しますという部分が聞きたいと思うので、
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お願いしたいと思います。 

○会長 すみません、割って入って恐縮ですが、もう１点、〇〇さんが始まる前におっし

ゃっていた、横文字、片仮名が多くて分からないというところ、言っていただくとありが

たいと思いますが、聞いていてどうでしたか。私もさっきのＺＥＶのところでかなり引っ

かかりましたが、ＺＥＶもＺＥＨも。 

○委員 そうですね、この３文字が何を意味しているのか、あまりよく分からないんで

す。ＺＥＶ推進、これは何か、よくは分かっていないんですが。 

○会長 Zero Emission Vehicleの略なんですけれども、分かりました。取りあえず〇〇

課長に質問ということですので、一問一答でよろしいですか。〇〇さん、お願いします。 

○環境・エネルギー施策推進課長 まず、既存の住宅に対してどれぐらいの改修が見込め

るのかという質問だと思いますけれども、現在、区で進めている環境配慮型住宅リノベー

ション推進事業の補助につきましては、令和３年度実績でいいますと、申請件数が526件

ありました。予算で申し上げますと大体5000万弱といった実績でやっております。今年度

につきましては、予算をまた確保しまして、5880万円ということで執行しております。順

調に申請件数が伸びておりまして、今年度も500件ぐらいは行くかなと見込んでおりま

す。ただ、全体で90万区民の既存の住宅となりますと、その中の500件ということになり

ますので、まだまだ道半ばなのかなということで、より一層ＰＲとともに、この事業自体

も拡大していきたいと考えております。 

○委員 すみません、東京都と区の補助で工事費の何％まで支援してもらえるのか。工事

費が仮に500万と見積りで出たとしますね。そのうちの何％まで補助が利くのでしょう

か。 

○会長 補助率についての質問です。 

○環境・エネルギー施策推進課長 補助金につきましては、これは区の単費でやっており

ますので、国や都の補助を入れているものではございません。 

○会長 いえ、その区の単費の補助率はどのぐらいですか。 

○環境・エネルギー施策推進課長 区の単費の補助率は工事のメニューによって違ってく

るのですが、例えば外壁等の断熱改修であれば工事経費の10％で上限が40万円、太陽光発

電システム、太陽光パネルの設置ですと同じく10％で上限が30万円、窓の断熱だと20％で

上限が20万円という形で設定しております。 

○委員 早くてよくわからなかったですが、後で結構です。 
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○会長 さっきの予算総額を補助件数で割ると、目の子で計算すると平均10万ぐらいです

ね。ただ、１個ずつだと上限がもうちょっと高いのがあるということだと。 

○委員 １割といいますかね。分かりました。 

○会長 ありがとうございました。今みたいなお話で、ここは今後の予算措置とかがあり

ますので議会の御意見もあるわけで、なかなか書きにくいのでしょうけれども、例えば78

ページでありましたけれども、新たなコースを拡充するようなこととか、再生可能エネル

ギー電力の契約の導入を進めますと。契約するのは民間の方というか一般の方ですが、ど

うやって導入を進めるのかとか、本当は具体的なことがもう少し書いてあるといいのでし

ょうが、議会もあってなかなか書きにくいこともあると想像しますけれども、もしまだチ

ャンスがあれば、今みたいなお話がありますから、なるべく具体的に書いていただいたほ

うがいいと思います。 

 ほかに御質問、御意見ございますか。まだ時間はございますので遠慮なく。 

○委員 〇〇でございます。よろしくお願いいたします。重点２の車のことで聞きたいん

ですが、ＺＥＶの普及、利用の促進というところですが、これは私が審議会委員になって

からずっと、あまり変わっていないんじゃないかなと思うんです。例えば水素ステーショ

ンは砧のところに１か所、ずっと置きっ放しだし、何かそんな雰囲気があって、どうなん

でしょう。これは私の印象だけでしょうか。質問です。 

○会長 どんなゼロエミッションビークルが増えているかと、それから、その施策が本当

に進んでいるのということだと思います。 

○環境・エネルギー施策推進課長 まず、移動式水素ステーションですけれども、これは

確かにこれまで設置してからずっと移動式ということで、定置型がなかなかできない状態

で置いてあります。平成29年からずっと置いたものでそのままやっている状態になりま

す。区としましても、水素カーを普及させるためにも、インフラとして区内に水素ステー

ションを持っておきたいという思いはあるんですけれども、なかなか場所が確保できず

に、これまで何度もいろいろな検討とか研究はしてきたところなんですけれども、定置型

は設置できていない状況になります。 

 ただ、周辺を見ますと、〇〇のガスステーションに併設した形なのか、ちょっと川向こ

うになるんですけれども、川崎側のほうの〇〇で定置型ができたり、周辺でいうと大田区

だったか杉並区だったか、そういったところにもできているような状況がありまして、今

後も何か機会があれば、やはり場所が見つかればなんですけれども、設置していきたいと
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いう思いはあるところでございます。 

 また、ＥＶの公共用急速充電器につきましては、区としてこれまであまり積極的に動い

ていなかったところかとは思うんですけれども、今年度から５地域に１か所ということで

動き始めて、目指しているところでございます。ただ、半導体不足の世界的な動きなども

ありまして、設置に向けてはなかなか難航しているところなんですが、これも進めていき

たいということで記載をしております。 

○会長 〇〇部長、補足で。 

○環境政策部長 移動式水素ステーションの補足をさせていただきますと、開設当時は週

１回ということで運用しておりましたけれども、徐々にＦＣＶを利用される方も増えてき

て、充塡する回数が増えてきたということで、現在は週３回、水素ステーションを開設す

るということで、場所は１か所なんですけれども、活用は増えてきているということを補

足させていただきます。ありがとうございます。 

○委員 普及とか促進という言葉が書いてある以上、前へ前へ進んでいかないといけない

と思うんですが、予算の措置とか、そういうものは充実してきているんでしょうか。 

○環境・エネルギー施策推進課長 この水素ステーションの設置につきましては、区はま

ず設置したところで設置費用を支払いしておりますけれども、運用に関しては清掃工場に

場所を借りて民間事業者がやっておりますので、費用としてはかかっていない事業になり

ます。 

○委員 急速充電の機器なんかは、例えば公園だとかいろんなところにつけていく可能性

があると思うんですけれども、それは増えていくように進めているんでしょうか。 

○環境・エネルギー施策推進課長 ありがとうございます。急速充電器につきましては、

今、５地域で１か所ずつということで公園も含めて検討しているところで、今後も設置可

能な場所を区の施設内で事前調査してありまして、できるところから進めていきたいと考

えております。 

○委員 書く以上はやっぱり進めていかないといけないので、具体策がないといけないの

かなと思っております。 

○会長 すみません、私からで申し訳ないですけれども、今回の計画は積み上げてつくっ

ていなくて、先ほども御説明がありましたけれども、計算できる削減量、これも私、かね

てより少し過大に積算しているんじゃないのと疑ってはいるんですが、それをさらに背伸

びして書いていますので、やっぱり施策が積み上がっていない、ついてきていないという



 15 

ことがすごく危惧されるところです。今、〇〇さんがおっしゃったように、ちゃんと政策

の裏打ちをしていくというのが大きな課題で、副区長さんもいらっしゃいますが、ぜひ財

政当局、それから議会対策をきっちりして、予算の確保をしていただきたいと思います。

副区長さん、決意表明をどうぞ。 

○副区長 予算の問題ですけれども、今、〇〇さんがおっしゃったように、毎年、単年度

で予算の査定というか積み上げをするのはなかなか大変だということで、財政当局の意見

で基金を、今年４月に気候危機対策基金というのをつくりました。今４億円積んでいまし

て、森林環境譲与税という、全国から森林保護のために税金を上乗せしてあるんですが、

その交付金も活用しながら基金を上乗せしていこうということで、先ほどの急速充電器の

設置とかは、年度途中でいいところが見つかれば設置したいということでは、基金があれ

ばちょっと機動的にできるかなと思っていますので、あまり絵に描いた餅にならないよう

に頑張っていきたいと思います。 

○会長 ありがとうございます。ちょっと私からで恐縮ですけれども、計画本文の96ペー

ジ、運輸部門、自動車ＥＶ化、区が独自で追加し実施する対策の効果ということで、ここ

に５万トンほど積んであります。きっとこの根拠もあると思うんですけれども、そういう

のはぜひ実行しないと隙間ができちゃうということですので、こういうのをＫＰＩといい

ますか、見張っていく管理の指標として見ていくと、お金が足りなかったということにな

らずにいくのかなと思います。かなり背伸びして積んでありますので。 

 ５万トンというのはＥＶ何台とかありますか。分かりませんか。きっと何か根拠があり

ますよね。まあ、いいでしょう。 

 ほかに御意見どうぞ。 

○委員 〇〇です。よろしくお願いいたします。今回、地球温暖化対策地域推進計画とい

うことで、方向性としては、その発生量を削減していこうというのが、例えば概要版です

と４ページに、このぐらいの数字を削減していきたいということで方向性をお示しされて

いる。それぞれの施策としてどうやって削減していくかということで、削減につながる施

策、取組みをいろいろ挙げていただいていると理解をしています。 

 その中で、説明をもう少し足したほうがいいんじゃないかと思うのが、例えば審議資料

１－３の№24、今回追加された白抜きで、施策Ⅴ－１でヒートアイランド対策とか豪雨対

策とかが追加されました。概要版の７ページ辺りですと③気候変動への適応でいろいろな

取組みが、熱中症対策とか感染症予防とか挙げられているんですけれども、この辺りは、
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気候変動対策の推進とか温室効果ガスの削減量の数字に直接関係してくるものではないと

思いますので、少し文言を足さないと、何かちょっと座りが悪い、分かりにくいかなとい

う印象を受けました。 

○環境計画課長 すみません、豪雨対策の〇〇参事、少し御説明をしていただけますでし

ょうか。 

○豪雨対策推進担当参事 豪雨対策の〇〇です。おっしゃるとおりで、豪雨対策といたし

ましては、こちらの重点施策の中で気候変動への適応策ということで入れさせていただい

ております。№24を今回追加させていただいたのは、グリーンインフラ自体、知らない方

がまだまだいらっしゃるということで、グリーインフラの普及ということで今回改めて挙

げさせていただいております。内容については、どうやって普及していければいいのかも

含めて考えていければと思います。 

○会長 すみません、御質問の点は、グリーンインフラとかヒートアイランド対策、豪雨

対策というのはどちらかというと被害の防止で、温暖化対策そのもの、ＣＯ２が減る対策

ではないので座りが悪いんじゃないかという御指摘だったと思うんです。しかし、見出し

の施策の柱Ⅴは全体が地球温暖化適応策の推進となっていますので、分類的にはそんなに

おかしくないんじゃないかなと個人的には思うんですが、その辺、〇〇委員、どうでしょ

うか。適応策まで含めて温暖化対策推進計画を書くことになっていますので、そういう意

味でＣＯ２が減らなくても、ごめんなさい、ＣＯ２は減らすんですが、減らしたとしても

いろんな気候災害は増えていくので、それに対する対応策も取っておこうというのが今回

の温暖化対策推進計画の内容だと思うんです。そういう意味で、ここにあるのは仕方がな

いかなとは思うんですけれども。 

○委員 今の御説明のとおり、確かにここにあるのは必要なことなんですけれども、例え

ば70ページ、71ページの文言を見ますと、水害を軽減するためにこういうことをやります

と、いろいろ表の中で出てきているんですね、例えば無電柱化だとか。それから、71ペー

ジのほうですと「区民の健康を守る対策として」という言葉で説明をされていて、そこの

ところはもう少し言葉を足していく必要があるんじゃないかなと。今説明していただいた

とおりだと思います。 

○会長 分かりました。では、頭の柱書きのところ、「頻発する～」というのは、「温暖化

対策、あるいはここである温室効果ガスの対策を進めたとしても、なお頻発することが予

想される集中豪雨等々に関し、その害を軽減するため」というようなことで、温暖化対策
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本体とこの適応策との関係を70ページへも書くことにしたらいいと思います。 

 ちなみに、24ページの計画の目的というところに２つ書いてありまして、温室効果ガス

の排出量削減のための総合的な計画をつくるということと、もう一つは、気候変動適応法

第12条に基づいて地域気候変動適応計画をつくるんだけれども、それを兼ねる計画として

この計画はつくりますということを書いてあります。ちょっと役人言葉になっていますの

で、この辺も少し含めて説明したほうがいいのかなと思います。分かりやすくなると思い

ます。ありがとうございます。 

 ほかにございますか。あと７分ぐらいあります。 

○委員 すみません、私も早く退出しなければいけないので発言したいと思ったんですけ

れども、私の意見は世田谷区のめざす将来像のところで、私、この最初に出ているスロー

ガンみたいなところの「豊かに暮らす」という言葉がすごくいいなと思っていまして、温

暖化対策では、私、建築が専門なので、建築でいうと断熱とか高気密化というのが省エネ

ルギーの大前提であるんですけれども、それをやると、単にＣＯ２排出を減らすだけでは

なくて、人々が住む環境がよくなる、室内の温熱環境が格段によくなるので人々の暮らし

もよくなるし、事業所でそれをやれば事業の生産性も上がるとか、あと、特に高齢者が今

後増えると思うんですけれども、高齢者にとってはヒートショックが軽減されるので、健

康寿命を延ばすことにつながるというふうに建築の分野では捉えているんですね。今言っ

たようなことが起こると、今よりもさらに豊かに暮らせるようになるのではないかと思っ

ているんです。 

 今の案だと、めざす将来像は、今の良好な環境を次世代につなげていくという雰囲気が

すごく出ているなと思うんですけれども、ここに掲げられたいろんな対策を取ることによ

って、より豊かな生活を実現できるんじゃないかと思っていまして、私、今、建築の例で

言いましたけれども、みどりに関しても同じことを言えると思うんですね。なので「より

豊かな暮らしを実現していく」みたいな、そういう雰囲気を文章中に入れてもらえるとい

いかなと思いました。絶対にというわけではないんですけれども、もしできれば、そうい

うすごくポジティブな目を将来像に入れていただけるといいかなと思います。 

○会長 ありがとうございます。将来像のところは、今、「調整中」と書いてありまし

て、大いに審議会で議論していただくのがいいと思いますが、今のお話にすぐ答えるので

はなくて、ほかにこの将来像について御意見がある方はいらっしゃいますか。非常に分か

りやすい話なので。 
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○委員 〇〇です。今の御指摘、もっともだなと思っております。以前、私も指摘しまし

たけれども、やはり課題解決そのものが、いろんなものを同時解決していくとか、ドミノ

型で変わっていくような見せ方もすごく重要なのかなと思います。それそのものが結果的

に世田谷区の豊かな社会をつくっていくことなんだという、そんな文言も検討いただけれ

ばと思います。 

○会長 この件でほかに御意見ありますか。38ページのところです。 

 38ページのこの文章を書くことによって、世田谷区のほかの計画、例えば基本計画とか

を今審議されていらっしゃいますね、つまり温暖化対策の効果としてこういうことは役立

つんですけれども、でも、温暖化対策だけで豊かなまちになるわけではないので、ほかの

計画でも引き受けていただかないといけないと思うんですけれども、その辺はどんな具合

ですか。何か御存じのことはありますか。つまり、ここにそういうことを書いてもらう

と、ほかの部分でも区の計画が変わるんですよと言っていただくと、今みたいな意見を言

ってよかったなということになるわけでありまして、どういう効果があるのかというのが

私の質問です。いや、必ず役に立ちますとか言ってくれないと困っちゃうんですけれども

ね。せっかく議論しても意味がない。作文になっちゃいますから。 

○環境計画課長 ほかの計画との整合となるとちょっと難しいんですが、まずここの中で

は、今、〇〇先生に言っていただいたような、少しポジティブに書き加えるというのはあ

りかなと考えております。あと、ほかの計画との絡みでいきますと、この温対計画が出来

上がることによって、次のほかの計画に影響してくるのではないかと。逆に言うと影響さ

せていかなきゃいけない、そういうふうに考えております。計画の年次が、みんなスター

トが一緒じゃないものですから、例えばうちのこの計画、めざす将来像を掲げることによ

って、これに少しでも賛同してくれるように、そういう意味合いを違った計画にも取り入

れてもらうように働きかけていきたいと思っております。 

○会長 ありがとうございます。では、意味があることなので、そうすると、この案の中

にある「みどりで豊かに暮らす」じゃなくて、もっと御趣旨を入れれば「もっと豊かに暮

らす」とか「ますます豊かに暮らす」とか書くことになりますが。 

 それともう一つ、本文の中の説明を見てみると、今おっしゃったような温暖化対策自身

がいろんないい効果を持ってくるんだと。健康とか、それを踏まえ健康だったら病院に行

かなくて済みますから豊かにもなるでしょうし、そういうようなことも含めて本文にも説

明をもっと加えるべきということにもなろうかと思います。本文は幾らでもいじれると思
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いますけれども、将来像自体に言葉を補っていくと長くなっちゃうところはありますが、

これはどうしますか。「ますます豊かに」とか「もっと豊かに」と書きますか。 

○委員 そうですね、どうしましょうか。私としては、どちらかというと、この本文のほ

うに書き加えていただくイメージで今発言したんですけれども。 

○会長 分かりました。では、将来像まではいいけれども、本文ではもうちょっと趣旨を

分かるようにしてくれと。どうして豊かになるのかという回路を書いたほうがいいという

ことですね。 

○委員 はい、そうです。 

○会長 〇〇先生はどうですか。 

○委員 それでよろしいかなと思います。〇〇さんの御指摘、ごもっともかなと思いま

す。ありがとうございます。 

○会長 それでは、文章は大体これで、しかし、中身でちゃんとそれを説明するというこ

とですね。ありがとうございます。 

 もうちょっと何かあれば言っていただきたいと思うんですけれども、ほかの御意見はご

ざいませんか。将来像を離れてどこでも結構です。 

○副会長 副会長というか、一委員として。重点のほうの話で、76ページです。さっき住

宅の話もありましたけれども、大きな丸が２つあって、上側は「住宅」というキーワード

が見出しに入っていて、文章とすると「区民が所有する住宅」という表現になっているん

ですね。もう１個のほうの黒丸は「公共施設」となっていて、要するに、民間事業者のオ

フィスとか商業系の建物においても、そういう環境に配慮したつくりが必要なのではない

かというニュアンスがこの辺りで伝わりにくい。多分それが大事な部分だと思うんですけ

れども、それがどこかほかのところで書いてあるのかどうかがちょっと気になりました。

というのは、重点４のみどりのほうでもそういう建物系の話は出てきていないので、そこ

ら辺はちょっと書き方を工夫されたほうがいいのかなというのが一つです。 

 それともう１個は、隣の77ページの重点４なんですけれども、大きな丸が２つあって下

側ですが、やっぱりグリーンインフラというとどうもつくり出す系にイメージが寄りがち

なんですけれども、例えばこれは「グリーンインフラの促進」という見出しになっている

んですが、「グリーンインフラの保全と創出」というか、要するに文章の書き出しのとこ

ろも「公園などの整備、改修」の前に「樹木、農地等の保全とともに公園などの整備」み

たいな。要するに、いわゆる既存のみどりも大事なグリーンインフラの一つだと。そうい
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うみどりの空間をインフラ化していくというのが多分グリーンインフラの本質じゃないか

なという気もしていて、まず保全していくというところがもっと明快に出てきてもいいの

かなという気がしました。以上２点です。御回答いただかなくても、今後検討ということ

で結構です。 

○会長 では、事業系の建物、既存住宅の省エネ化、断熱化等々の支援はどうするのかと

いうことと、グリーンインフラは当然ですが既存のみどりも活用する、守っていくという

ことだと思いますが、うなずいていらっしゃるので、みんなそれぞれいいんでしょうね。

文章を書き加えることが必要であれば、書き加えていただきたいと思います。 

○委員 78ページ、私、ずっと気になっているんですが、次世代の人材育成は確かに重要

ですけれども、結果的に我々、ライフスタイルを選択して新しいものをつくっていったと

きに、やはり中高年の我々そのものの行動変容が求められているわけですよね。そういう

ようなターゲットに対する施策が一個もないなという印象を得ています。コメントですの

で、ぜひ若者以外のターゲットに対する行動変容に関する施策を御検討いただければと思

います。 

○会長 ありがとうございます。そうですよね。若者のせいにして、大人というか、中高

年がサボっちゃいけないですね。当然ですね。 

 ほかにございますか。 

 時間がそろそろなんですが、もしよろしければ一旦締めたいと思います。まず、言葉の

整理みたいなものは、今回が最後の機会なので、御意見があったところは事務局とよく相

談して、少しでも区民の方が理解しやすい、また、役に立つ計画になるようにしなきゃと

改めて思いました。横文字が多いこととか、ちょっと抽象的になっていることとか、そう

いうところです。 

 あともう１個は、参考資料を配っていますが、答申の案が出ています。当然ですが、今

まで一生懸命審議して、こういう計画の案をまとめたので答申しますと。今お手元にある

資料ですね。計画をつくるのは区でございますので、区におかれては計画をつくってくだ

さいと。実行に当たっての留意点を付言することができるし、また、すべきだと思いま

す。 

 大変僣越ですけれども、私が今日の議論を聞いていて思いましたのは、１番目は、当然

ですが66％というような野心目標を立てていますので、政策が追いついていない。特に、

今日もいっぱい御質問がありましたけれども、どうやって拡充するの、充実するのという
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御意見があって、これは答えがややしどろもどろに、どうしてもなっちゃうわけですね。

それはそうです、背伸びしているんですから当然です。そこをきっちりと、新しいものも

含めて今後の施策をやっていただきたいということは書かないといけないな、つくりっ放

しになっちゃうなと感じました。 

 あと、ほかの計画も含めてこの世田谷区の将来像をつくっていっていただかなきゃいけ

ないので、温暖化対策だけができて、それでおしまいということではないということも、

やっぱり言っておかなきゃいけないかなと感じました。 

 それからあと、これは先ほど部長さんからもお話があり、副区長さんからもお話があり

ましたけれども、わざわざ区長さんがほかの自治体との交流、連携ということをおっしゃ

っていますけれども、この計画の中ではコラムがちょっとあったりするだけ。私も随分そ

れを申し上げていたんですが、あまり中身がなかったのかなとも思っておりますので、言

う以上、こういうのもしっかりやってねということも言わなきゃいけないかなと。 

 それから、今、〇〇委員からありましたけれども、子どもや若者もちゃんとやってもら

わなきゃいけませんけれども、中高年も含めて区民が本当に行動変容して参加するのか。

そういうふうにさせていかないとというのはちょっと失礼な言い方ですが、してもらわな

いといけないということで、そこも力を入れてねと。紙に書いただけでいいというものじ

ゃないですね。区民の参加ということも書いていかなきゃいけないかなと思っておりま

す。 

 それから、当たり前ですけれども、つくりっ放しにしないで、つくった以上ちゃんとや

ってねと。普通でいうＰＤＣＡサイクル、そういうことも触れておかなきゃいけないかな

と。今日の御議論を聞いていて、私としてはそんなことを感じました。 

 さらに何か。今、１、２、３、４と書いてあるけれども、私はたしか５つ言っちゃった

んですね、すみません。もっと、６まであってもいいと思うので、何かございますか。と

にかく計画としては積み上がっていなくて、かなり珍しいタイプの計画ですので、相当注

文をつけておかないと、審議会はつくったけれども、できない計画をつくりましたという

ことになっちゃうので。 

○委員 〇〇です。よろしくお願いします。世田谷区のめざす将来像のところですが、こ

ちらは環境審議会委員でつくっているので環境にフォーカスしているのは分かるんですけ

れども、例えば「豊かに暮らす」のところで先ほど健康についての話も出ましたが、この

めざす将来像というのがもっと包括的であるならば、「健康的に豊かに暮らす」とかの形
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になると思うんです。ここでの文言は環境計画課のみなのか、本当に世田谷区全体が目指

す将来像なのか、区民として見たときに、ちょっと疑問に思いました。意見です。 

○会長 ありがとうございます。私が申し上げたことと全く同じ御意見というか疑問でご

ざいまして、ここにそういうことを書いたら、温暖化対策以外でもそれを背負って、ちゃ

んと世の中を変えてくれるのかというのが大事なところで、ただ、一応副区長さん以下、

特に課長さんに代表してお答えいただきましたけれども、必ずや影響していくということ

でございます。少し温暖化対策を超えたことかもしれませんが、温暖化対策を通じて実現

すべく、そういうことはそちらのほうが大事ですから、それをここに書き込むということ

だなと思いました。私がさっき付言して書いておくべきじゃないかと申し上げた２点目が

それだと思うんですね。ほかの計画でもしっかり、この削減目標なり将来の環境像、将来

像というのですか、それを実現するようにやってねということですね。ありがとうござい

ます。御指摘のとおりだと思います。 

 ほかにございますか。 

○委員 すみません、ちょっと感想みたいになってしまうんですけれども、38ページのと

ころでグリーンインフラの話とか、下のほうにちょっとしたイラストみたいなものがある

んですけれども、特にグリーンインフラの話が私は結構日常的に気になっていて、皆さん

御存じのように、下北沢の上部利用ができて、今年の７月に雨庭広場が完成したら、これ

がもうほぼ毎日、親子連れからいろいろな人たちがとてもたくさん利用しているんです。

休みの日だと、お弁当を持って、皆さんハイキングのようにされているというのがありま

す。あと雨庭もあるし、いろんな使い方ができるということで、特に環境とか、あそこで

実験されているいろんなことを言葉で言わなくても、皆さん体で感じてきていることが多

いと思うんです。そういうものがもっと分かるような場所をもっとつくる。気持ちがいい

場所であれば人々はたくさん来ますし、やはり何回も言葉で出ているウォーカブルという

ような場所も、みどりがあるところはとてもたくさんの人たちが選んで歩いているという

のがあると思うんです。それを、先ほど〇〇先生がおっしゃいましたようなコラムの場所

ででも、ちょっと見えやすくすると、文字だけではなくて、実際的にそういうところに行

って触ってみることができるというのが分かるようになると、伝わりやすいのかしらと思

ったりしました。ちょっと感想です。 

○会長 分かりました。本当にそうですね。文章による納得じゃなくて体感する、体で納

得すると、いろいろいいことがある。ちなみに、〇〇さんのおうちはすごくみどり豊か
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で、すごく気持ちよさそうなおうちです。ありがとうございます。それはぜひ計画のブラ

ッシュアップに使いたいと思います。 

 ほかに御意見ございますか。 

○委員 〇〇大学、〇〇です。こちらの計画書のほうですけれども、50ページからが区民

の取組みになっております。ここはやっぱり区民の方が、ほかのところも御覧になるとは

いえ、すぐに見る箇所ではないかなと思うんです。ここを拝見すると、やはり横文字が多

いというのは確かなんですけれども、もう少し脱炭素型ライフスタイルがイメージできる

ような書き方とか、51ページはかなりスペースが空いているのでイラストを入れるとか、

何かもう少し工夫があったらいいのかなと思います。 

 それと、具体的に本文のほうに一人一人の行動とかが書いてあるんですけれども、もち

ろんそれも大事ですけれども、地域で協力していくとか、協働でといったようなことと

か、まちづくりでいえばみんなで参加、参画していくとか体制というところがキーワード

になってくるので、そのあたりの言葉も入れておいていただきますと、例えば総合振興計

画とかにもつながっていくんじゃないかなという気がいたしました。 

 それから、冒頭で御指摘があったＺＥＶとかこういった言葉は略称になっているので、

例えばＣＡＳＢＥＥとかはフルでちゃんと入っているのに、116ページのところだけフル

で入っていなくて、いきなり略称になっているので、丁寧に全部英語表記を入れていただ

いて、あとは、そこまでするかどうか分かりませんけれども、読み方を、ルビを振ると

か、そういうふうにしてあげたら、特に年配者、高齢者の方には読み易いのかなと思って

おります。 

 それと先ほど御意見が出ていましたけれども、やっぱり既存のもの、世田谷区が持って

いる遺産とかみどり、そういったものを活用とか保全していくところは、絶対次の世代に

つないでいく、持続させていくところの話なので、そこは絶対しっかり入れていただきた

いということと、幾つかイラストがあったんですけれども、グリーンインフラのところな

んかも、例えば世田谷区がつくってきた緑道とかの活用。それが高齢者の健康にも有効に

なると思うし、二酸化炭素吸収はどこまでできるか分かりませんけれども、有効であると

いうところにつながっていくのかなと思うので、既存のものの活用とか保全ももう少しア

ピールしてもいいんじゃないかなという気はいたしました。 

○会長 盛りだくさんにありがとうございます。いずれも本文の中身の活用かと思いま

す。おっしゃるとおり、51ページなんかは空いていますので、コラムでいうと45ページに
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あるコラムとか46ページにある効果とか、これはとてもここに動かせないんですけれど

も、おっしゃったような居心地のいい環境にいることによる体感的な効果とか、そういう

絵になるものもほかにあるような気がしますので、その辺も最後、事務方と相談して、せ

っかくですからアピールするといいますか、分かりやすいものにしていけたらいいなと思

います。 

 それから、ＺＥＶとかそういう言葉も本当にそうで、初出のところで丁寧に説明すると

かがないと、後ろに用語集がついているからいいですよというわけにはいかないかなとい

うのもそのとおりだと思います。ありがとうございます。 

 ほかにございますか。 

○委員 手短に。今の〇〇先生の御指摘、全くの同感です。１点目は、協働という言葉が

図の中には書いてあるんですけれども、施策の中で書いていないんですね。ぜひその協働

の場づくりをするときに、やはりそこで組織的な支援ということも御検討いただければと

思います。温暖化センターとか、まちづくり協議会とか、いろんなつなぎ役のところが機

能していかないと、結果的に協働の場になっていかないと思いますので、ぜひそこら辺の

御検討もよろしくお願いします。 

○会長 ありがとうございます。今の協働の話なんかは、さっき言いました付言する４番

目ぐらいに参加の話。若者とか中高年とか書きましたけれども、１人ずつの参加だけじゃ

なくて、コミュニティとしての参加とか、協働の取組みができるようにということも書か

ないといけないかもしれませんね。 

 政策はこれから実現していくもので、今書いてあるものが全てではないので、書いてい

ないからといって怒らないでいただいて、これからやれというふうに書いていくしかな

い。目標と政策のギャップがすごくあるけれども、しようがないかなというところがあり

ます。ぜひ注文をつけていきたいと思います。あと、これは審議会できっと途中経過の報

告があるでしょうから、引き続き審議会でも政策に反映できるような意見を言っていくと

いうことでしょうね。 

 ほかにございますか。最後の機会です。よろしいですか。 

 では、すみません、時間の関係でサミングアップいたしませんけれども、計画そのもの

のブラッシュアップと、それから実行に当たる課題というか、注文づけみたいなものを字

で答申に書き込んで、区長に提出させていただくことにしたいと思います。時間が押して

いましたので中身を詳しく御議論できなかったんですけれども、もし差し支えなければ、
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先ほどの答申の１番から５番だか６番だか分かりませんけれども、文章については私のほ

うにお任せいただくということでよろしいでしょうか。今日出てきたことはみんな読める

ようにしたいと思います。よろしいですか。 

 では、そうさせていただきます。 

 それでは、温暖化対策地域推進計画のほうはこれで審議が終わったということで、あと

は事務局と私のほうで今の御意見を入れるように努力したいと考えております。 

 答申が12月何日とおっしゃっていましたか。 

○環境計画課長 ５日です。 

○会長 では、まだちょっと時間がありますので、頑張ってやりたいと思います。 

 それでは、次の議題については、環境配慮制度における評価算定書の改定についてでご

ざいます。 

 〇〇課長から御説明よろしくお願いします。 

○環境・エネルギー施策推進課長 では、審議資料２の環境配慮制度における評価算定書

の改定について、環境・エネルギー施策推進課長より説明いたします。 

 まず最初に、審議資料２－１ですが、前回審議会後の委員の方からの意見と区の考え方

をまとめてございます。まず第１としまして、７月21日の前回審議会での意見を３点まと

めております。 

 １点目は〇〇委員からで、評価算定書における評価について２つほど、区が点数をつけ

て評価を行っているのかということ、それから、使い手、住民を巻き込んだ形での評価に

ついての考えの確認をいただいております。これにつきましては、評価算定書の評価につ

いては事業者が記入して区に提出、それを区が確認しているということ。それから、使い

手、住民を巻き込んだ形での評価は全体ではしておりませんけれども、近隣住民の方への

説明会を義務づけているということで、区の見解として記載しております。 

 次の２点目は〇〇会長からの御意見で、環境配慮制度の発想の一つの原点は建築紛争の

予防だということで意見を述べられております。これにつきましては、平成７年度から始

まった環境配慮制度ですが、建築紛争の予防になる側面はございますけれども、現在の主

な運用目的としましては、区が推奨する省エネや創エネ、環境保全に資する事業者の取組

みを評価するものとしておりまして、その手法として評価算定書があるということで、区

の見解として記載しております。 

 次に３点目ですが、〇〇会長より、この条例や規則の書き方について、気候変動問題に
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対する仕組みとしての体裁につきまして御指摘いただきまして、これについては専門家で

あります〇〇専門委員への確認を区からいたしました。その〇〇専門委員のコメントが右

欄にございますとおりで、まず１つ目の丸ですが、区民に対する分かりやすさにつきまし

ては、分かりやすいものであることは大事だということを１点大きく挙げてございます。 

 それから２点目が、条例に関するところでございますが、昨今の地球環境的な気候変動

の観点も踏まえまして、中長期的には２点、こういった対策が必要ではないかということ

で載せております。まず①ですが、条例、規則、要綱という体系がある中で、特に上位の

条例においては、環境の保全の観点を明確に位置づけることを検討していくべきではない

かという点。それから、②としましては、現行の環境配慮制度が報告、評価、開示という

情報的手法にとどまっていることについて、今後はより強い規制的な、あるいは経済的な

手法を含めた在り方を検討すべきではないかということで御意見をいただいております。 

 なお、この①、②のコメントにつきましては、本来であれば区としても上位の条例の中

で評価をするというところへ位置づけていく形が望ましいということはありますけれど

も、そういったボランタリーに配慮を求める現行制度の在り方については課題がある点は

触れた上で、長期的な観点から建築基準法の関係規定として規制をかけていくなど、条例

の在り方そのものを考え直していく意識を持って今後取り組んでいく必要があるかという

ことで記載しております。 

 次に、第２の８月10日締切りまでのその他意見でございます。これは前回の環境審議会

後にいただいた御意見としまして、〇〇委員からの御意見を記載しております。〇〇委員

からは、みどりの重要性を踏まえた上で、特に大規模なみどりについて絶対に減らさない

という観点で、みどりの維持管理の方策を具体的に考えていくべきという視点、それか

ら、みどりの維持管理費用に関する買取り義務制度による財源の創出といった御提案をい

ただきました。この点につきましては、みどり政策課の回答として、御指摘を受け止めさ

せていただいた上で、今後は既存制度を最大限活用した維持管理支援に取り組むととも

に、新たな支援策を含めたより効果的なみどり保全の施策を検討していく旨を記載してお

ります。以上が審議資料２－１の御説明です。 

○会長 すみません、時間が押していますので、以下の資料はなるべく簡潔に、要する

に、こう変えるということですので、その中身が分かるように、よろしくお願いします。 

○環境・エネルギー施策推進課長 はい。続きまして、審議資料２－２でございます。こ

ちらは令和４年９月に東京都の方針が出まして、それを踏まえた区の評価算定書の改定に
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対応するということで、改定ポイントを示したものになります。 

 まず、改定ポイントは、御覧のとおりですけれども４ページにわたってございまして、

ちょっと資料を飛ばして参考資料２－２を見ていただけますでしょうか。都の条例改正に

関するスケジュールをお示ししております。東京都では今年12月の第４回定例会で条例改

正案が提出される予定で、２年間の周知期間を経て令和７年４月に条例改正案が施行され

るということで、また、この環境の計画書制度も運用開始される予定となっております。 

 また、参考資料２－１、これが９月の都の方針になりますので、詳しくはこちらを御覧

いただければと思います。 

 改めまして審議資料２－２に戻りまして改定のポイントですけれども、東京都の基準よ

り厳しく区で設定しているものにつきましてはこのまま改定なし、さらなる改定はなしと

いうことで記述しております。 

 それ以外で改定するとしたものにつきましては、２ページの急速充電器、普通充電器等

の記載につきましては、御覧いただければと思います。改定しております。 

 また、３ページ、こちらも資源の適正利用の木材の活用でさらなる改定を行っておりま

す。 

 また、４ページですけれども、ヒートアイランド現象の緩和で災害対策のところにＶ２

Ｂ・Ｖ２Ｈ設備というのを加えてさらなる改定をしております。審議資料２－２につきま

しては以上で御説明とさせていただきます。 

 次に、審議資料２－３、新旧対照表について御説明いたします。改めまして前回資料の

改定ポイントがございましたので、２－３の表紙の３として比較がございますが、３点ポ

イントがあったということです。また、改定の内容としまして、緑色マーカーで今回追

加・変更した項目を記載しております。先ほどの審議資料２－２でさらなる改定をしたと

ころが緑色のマーカーでお示ししたところになります。また、前回新たに追加した項目に

ついては黄色マーカー、変更した箇所は水色マーカーというのは前回どおりとなっており

ます。 

 さらに、少し前回の補足もありますが、まず１ページ目の区分１の名称につきまして

は、エネルギー使用の合理化の「①」としておりましたけれども、これを「（再生可能エ

ネルギーの利用）」ということで、内容が分かるようなものに書き加えております。これ

は〇〇会長との事前の打合せで、加えたほうがより分かりやすいというご指摘をいただき  

加えております。 
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 この１ページの下から２番目の黄色のマーカーですが、「バイオマス設備等の導入」に

つきましては、前回、世工振の〇〇委員からどのようなイメージなのかということで御質

問いただきまして、次回の審議会でお答えするとしておりました。これにつきましては

様々、農業廃棄物、食品廃棄物、水産、それから畜産ふん尿等々を原料として行われてお

りますけれども、都市部で可能性があるのは食品廃棄物、建設廃材、木材を原料としたバ

イオマス発電ということで、川崎とか、あと大阪のほうで実用例があるということで確認

しております。まだまだ普及につきましては課題もあるところですけれども、将来的なと

ころも見越して、こういったものが住宅でも利用できればということで評価項目に入れた

次第でございます。 

 続きまして、２ページの緑色のところだけ申し上げますと、エネルギー使用の合理化

「②」と前回資料でしておりましたところを「（省エネルギー対策）」と内容が分かるよう

に記載しております。 

 また、ヒートアイランド現象の緩和では、東京都の項目により詳しく分かるような項目

でということもありましたので、「（ＥＶ及びＰＨＶ用充電設備の設置）」と加えておりま

す。また、「プライベート用」、「パブリック用」で個数とか空配管の整備などにつきまし

ても、さらなる改定ということで付け加えたところでございます。 

 続きまして、３ページですけれども、これは共同住宅以外のところで整理をしたところ

でございます。 

 次は、４ページはこのまま、前回どおりとしておりまして、５ページですけれども、

「木材の活用」ということで入れております。 

 また、「節水型設備機器の導入」ということでも入れております。 

 次の６ページですが、「災害時の対策」のところで「Ｖ２Ｂ・Ｖ２Ｈ設備」ということ

で項目を付け加えました。 

 それから７ページには、これまで評価項目にないものも適宜評価を加えていくというこ

とで、東京都の改定を踏まえまして４点付け加えさせていただいております。 

 続きまして、審議資料２－４の新旧対照表でございます。こちらは先ほどの改定案に基

づいた改定に合わせているのと、別に特に申し上げなければならないのが、１ページ、要

綱の第１条、目的の４行目の下線、改正後のところに「もって地域及び地球の環境の保全

に資する優良な取組み」ということで文章を書き加えてございます。優良な取組みという

のは何のどういった取組みなのかを具体に書く必要があるのではないかという会長の意見
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も踏まえて書き加えた部分でございます。そのほかは改定案に基づく改正となっていま

す。 

 次の審議資料２－５は、以下の内容を踏まえた評価算定書の改定案で、７ページでござ

います。 

 それから、参考資料２－３をおめくりください。こちらは今後のスケジュールをお示し

したものです。今日の審議を２回目の審議とさせていただきまして、今日の御意見を踏ま

えて12月に答申をいただきます。その後、２月から３月にかけて、この改定版につきまし

ての広報をホームページや窓口で御案内いたしまして、来年４月から改定版による制度の

運用開始。これにつきましては令和５年４月の環境計画書の提出案件から適用することに

したいと考えております。 

 続きまして、参考資料２－４は、後ほど会長からも答申案をまとめていただきたいと思

います。 

 また、参考資料２－５ですが、こちらは〇〇会長からの条例、規則、要綱に関する御意

見を記載したものになります。以上で説明は終わります。 

○会長 御説明ありがとうございました。 

 大分時間が押して、申し訳ないのですけれども、恐らく最後は12時10分か15分になるか

と思いますのでお付き合いいただきたいと思います。また、途中で退席しなきゃいけない

方は、しようがないので退席することでお願いいたします。それでは、これも今まで審議

してきて答申に至る案件でございますが、御専門の方も多いので御意見あろうかと思いま

す。またこれも遠慮なく、どの部分からでも結構ですが、手を挙げていただけますでしょ

うか。 

 今回、直す理由はいろいろあると思います。技術も進歩していますし、当然建築物を造

る方の対応も進んでいます。そうした中、東京都では、今までよりも厳しくいろんな取組

みを求めるということになっておりますので、万が一、世田谷区が東京都よりもビハイン

ドすると、むしろ事業者さんに混乱を与える、あるいは足を引っ張ってしまうことにもな

りかねないので、基本は東京都よりも同じか、それより優れたものを東京都さんよりも早

い時期に求めるということで引っ張っていくということなのかなと、エッセンスはそう思

っております。そういう観点で細々と見直していただいたということでありますが、どう

でしょうか。 

 今までいろいろおっしゃっていただいたことは、みんな逐次入ってきています。いろい



 30 

ろたくさん入れたので、私なんかは少し点が甘くなったんじゃないのとか言っているんで

すが、いやいや、まだまだこれから頑張っていただかなきゃいけない、褒め育てが必要だ

というのが事前の打合せでのお答えだったので、そうかなというふうに思っておりますの

で、細かくはなってきましたけれども、やることがはっきりしてくるというのはいい点だ

と思います。何か御意見ございますでしょうか。それから、今までなかった資源の有効利

用とか木材利用が入っているところも東京都に合わせたところですね。 

 では、特に御異論がないようですので、〇〇課長が今までずっとまとめてくださった、

大変細かい作業をしていただいたと思いますけれども、これで一応答申をさせていただこ

うと思います。 

 先ほどと同じで、何か注文をつけるべきことはございますか。先ほど〇〇課長からも御

説明がありましたし、〇〇専門委員は今日は御欠席のようでありますけれども、将来、例

えば建築物の省エネ規制も義務的なものに変わってきていて、実は業界の人たちは皆さん

御存じだと思いますが、大変画期的なことであります。それを踏まえて、恐らく今まで地

方条例では建築物規制は遠慮していましたけれども、地方条例でも上乗せするとか、そう

いう時代になってくるわけです。それについても対応を考えなきゃというのが先ほどの〇

〇課長のお話でありますので、ぜひそういった今後の規制強化、単に将来的に要綱で定め

てなるべく言うことを聞いてちょうだいねというネゴシエーションだけじゃなくて、もう

少し条例根拠を持った規制みたいなこともできる可能性もあります。そういうことに対す

る展開も踏まえて検討していく必要があるかなというのは、〇〇専門委員の意見にも書い

てありましたし、課長さんからの御発表にもありましたので、その辺はちゃんと付言すべ

きかなと思います。 

 ほかに何か注文をつけておくことはございますか。先ほどの〇〇先生の御意見なんかだ

と、やはりきちんと賛同していただいて、そうやっていただかなきゃいけないので、周知

徹底とか支援とかは、やっぱりこれだけ複雑なものになってくると要るかなという気もし

ますけれども、どうですか。 

○委員 そうですね、おっしゃるとおりかなと思います。どうしましょうか。文言は今、

思い当たらないんですけれども、個人の問題だけではなくて、それを一つのつながりとし

て機能させるようなことをやっていかなきゃいけないので、やっぱり協働の文脈もそうだ

と思いますし、先ほどの話にもありましたとおり、同時解決的な物の捉え方をより意識し

ながら、文言を整えていく必要があるかなと思います。 
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○会長 ありがとうございます。 

 ほかに何か注文をつけるべきことはございますか。 

 この制度はいつも手直ししています。これで終わりではありませんので、ぜひずっと関

心を持ってフォローしていただき、直すべきところは直していただきたいと思います。で

は、今のところそういうことで、３回ぐらい議論したので、これで一旦、区のほうにお示

しするということでよろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、審議事項(2)はおしまいということで、以下、報告事項でございます。２点

ありますけれども、〇〇課長、両方一気通貫で、(1)と(2)を続けて御説明いただけます

か。 

○環境・エネルギー施策推進課長 まず、報告資料１の環境事業等に係る環境配慮制度対

象事業の協議状況について御報告いたします。 

 本日４件御報告いたします。 

 まず１件目が（仮称）自由が丘ＰＪ新築工事でございます。 

 報告資料１の２ページにＡ４横で一覧にしてございます。欄の右側になりますけれど

も、自然エネルギーの有効利用・省エネ対策としましては、太陽光パネル10キロワットを

設置する、照明はＬＥＤ照明を採用する、給湯器は高効率型、空調機等々、ＢＥＩ値が

0.68でございます。 

 また、みどりについてはみどり率は基準どおりで、高木の配置は基準の20％を上回る。 

 また、災害の防止は防火水槽、防災倉庫の設置をしているということで、右の表の下を

見ていただければと思いますけれども、自然エネルギーの有効利用は星２つ、同じく省エ

ネルギー対策は星２つ、みどりの保全・創出と災害対策はそれぞれ星１つとなっておりま

す。 

 続きまして、東京農業大学第一高等学校・中等部校舎建て替えの増築工事でございま

す。 

 資料の８ページを御覧いただけますでしょうか。同じように一覧になっております。自

然エネルギーの有効利用・省エネ対策では、太陽光パネル10キロワット、断熱性能でいい

ますと建築物省エネ法誘導基準を満たしている。照明は人感センサー、ＬＥＤ照明を採

用、給湯器は高効率型、空調機も高効率型、ＢＥＩが0.67となっております。 

 みどりに関しましては、非常に高い基準を上回るものを持っております。御覧のとおり
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でございます。 

 災害の防止につきましては、構造軀体の倒壊等防止で基準の1.25倍で計画しているとか

防火水槽の設置、それから空地を100平米以上確保しているということで、最後の星でご

ざいますけれども、自然エネルギーの有効利用と災害対策は星２つ、そのほか省エネルギ

ー対策とみどりの保全・創出は星３つとなっております。 

 続きまして、３点目の（仮称）ヘーベル上祖師谷新築工事でございます。 

 こちらは自然エネルギーの有効利用・省エネ対策では、太陽光パネル20キロワットを設

置。それから、ZEH-M Oriented相当の予定ということで、かなり高い断熱性能を予定して

おります。また、照明につきましては、昼光センサー、タイムスケジュール、ＬＥＤ照明

を採用しております。給湯器は高効率型、空調機は一般型。ＢＥＩもかなり低い値となっ

ておりまして、３棟ございますが、Ａ棟は0.56、Ｂ棟は0.56、Ｃ棟は0.55になっていま

す。 

 みどりのところでございますけれども、こちらも基準を上回ることになっております。

記載のとおりですが、６メートル以上のシンボルツリー、異なる３種類以上の花の咲く木

などの植栽、あるいは野鳥や昆虫などが立ち寄る工夫などもしてございます。 

 災害の防止については、免震または制震構造の採用と、防災倉庫・井戸、蓄電池の設置

としております。 

 こちら、全ての項目につきまして非常に高い点数を上げておりまして、全項目星３つと

なっております。つきましては、この工事が施工されまして建設が終わりました際には、

区からの表彰を予定しているものでございます。 

 続きまして、最後に４点目の（仮称）世田谷区北烏山８丁目計画の新築工事でございま

す。 

 こちらは自然エネルギー有効利用・省エネ対策は、太陽光パネル10キロワットを設置、

断熱性能は建築物省エネ法基準の予定、照明はＬＥＤ照明、給湯器は高効率型、空調機は

一般型、ＢＥＩは0.88となっております。 

 みどりの保全に関しても御覧のとおりとなります。 

 災害の防止では、雨水流出抑制は基準を30％上回るとか、防火水槽、防災倉庫、災害ト

イレ、非常用飲料水生成システムの設置ということで高いポイントとなっております。 

 最後に星の確認ですが、自然エネルギーの有効利用につきましては星１つ、省エネルギ

ー対策とみどりの保全・創出は星２つ、災害対策は星３つとなっております。報告(1)は
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以上になります。 

 続きまして、報告資料２について、続けて説明させていただきます。こちらは世田谷区

のＥＣＯステップせたがやという取組みですが、令和３年度の結果を報告するものです。

こちらは、環境審議会、また、区議会へも報告しまして、区民に公表するものでございま

す。 

 まず、資料の２ページの表を御覧ください。区施設全体のエネルギー使用量削減でござ

います。こちらは区全体で平成21年度比16.4％以上の削減を目指すということだったんで

すが、令和３年度、残念ながら全体でマイナス1.1％で、特に学校等では24.4％増加した

ということで、目標には及びませんでした。主な原因としましては、学校や区民利用施設

で、令和２年度は新型コロナウイルスのための臨時休業などがありましたが、令和３年度

は休業なしで全て実施でエネルギー使用量が増加したこと、あるいは学校では対策として

換気を行った、空調を使用したということがあります。また、全校で空調設備の新設も行

っておりまして、そういった設備を新設し稼働したということ、それから、児童数、生徒

数、学級数も増加した。それから、１月、２月が厳寒で非常に寒かったということで、空

調の使用が増加したことが原因ではないかと考えております。また、本庁舎整備等に伴う

エネルギー増とかもございました。各施設における省エネルギー行動の推進などにつきま

しては、引き続き実施されているということでございます。 

 続きまして、(2)コピー用紙購入枚数の削減でございます。これは年度ごとに目標を置

いていないんですが、令和10年度までに平成29年度比５％以上削減するということで、計

画の途上にありますが、順調に削減目標に向かって進んでいるということで、令和３年度

につきましては、平成29年度比でマイナス3.0、前年度比ではマイナス5.6％となってござ

います。取組みにつきましては記載のとおりです。 

 (3)廃棄物処理法の一層の遵守徹底についてです。こちらも事務説明会、研修等におい

て講義内容を強化しまして、一層の周知啓発を行っております。また、内部環境監査にお

きましては、関わりのある所属を重点的に選定し、実施がきちんとされていることを確

認、あるいは一部では観察事項、改善事項が見られ、それを改善していただいておりま

す。引き続き研修等の実施で環境関連法令の遵守徹底を図っていくものでございます。 

 続きまして３ページ、最後ですが、令和４年度の取組み方針と具体的取組みでございま

す。 

 まず、区施設全体のエネルギー使用量削減は、平成21年度比17.5％以上の削減を目指す
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ことにしております。 

 (2)コピー用紙購入枚数の削減については、令和10年度までの目標は同じでございま

す。 

 (3)も同様でございます。 

 すみません、参考で載せている４ページ以降でございますが、こちらは区施設全体のエ

ネルギー使用量の推移と、コピー用紙購入枚数の推移と、それから(3)は目標値にはない

ものでございますけれども、年間の取組み方針に掲げた項目以外についての実績をお示し

しております。特にこの中で申し上げなくてはいけないのは、水道使用量、廃棄物廃棄量

などを御覧いただければと思います。 

 水道使用量につきましては、かなり増加しておりますが、まず、学校におきまして水泳

の授業が再開したこと、それから、コロナの対策で休み時間ごとに手洗いをしているとい

うことで、回数が多くなったことで水道使用量が増加しているという事情があったと考え

られます。 

 また、廃棄物廃棄量につきましては減っているところでございますが、リサイクル量、

リサイクル率が増加している。 

 また、車両用燃料購入費につきましては、軽油の使用量などは減っておりまして、ガソ

リン購入量も減っておりまして、これはオンラインだとか、会議に出席させる会社が少な

くなったようなことも影響しているのではないかと考えております。報告は以上です。 

○会長 ２点続けてありがとうございました。 

 報告事項でありますけれども、御質問とか御意見があればお願いいたします。 

 ございませんか。審議会で厳しく見張っていないと、努力が緩んでしまうといけないの

で。よろしいですか。 

 では、皆さん厳しい目つきで見ていたので、もっと頑張ってやっていただきたいと思い

ます。 

 前にもちょっと申し上げましたけれども、普通の率先行動計画みたいなものに比べます

と、このＥＣＯステップせたがやはすごく範囲が狭いので、それで昔から年間の取組み方

針に書かれた項目以外についても重要な環境負荷を表すような指標については統計を出し

てくださいとお願いしてこの審議会で聞いていますが、行く行くは、このＥＣＯステップ

せたがやを変えるようなことになったらもっと範囲を広くしていかないと、ちょっとコピ

ー用紙とエネルギー量だけではよくないなと思います。 
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 それから、さっきの温暖化対策地域推進計画のほうでは、再生可能エネルギーがたくさ

ん入った電気の購入契約を結ぶと書いてありましたけれども、そういう意味でいうと、Ｃ

Ｏ２の量はもちろん管理すると思うんですが、買っている電気の排出係数なんかも本当は

管理したらいいとか、いろいろ世の中の取組みが進歩していますので、それに比べるとか

なりギャップが出てきているなと個人的には感じます。これは決めたのに照らして行動し

ていくわけですから、今はしようがない、ころころ変えたら分からなくなっちゃうんです

が、いつか機会があれば、そういうものも入れていくようにしたほうが本当はいいかなと

個人的には思っております。すみません、場つなぎで一応意見を言ってみましたけれど

も、せっかくですのでほかに何かあれば。 

 では、報告事項を承知したということで、引き続き頑張っていただきたいと思います。 

 それでは、一応今日の審議はみんな終わったと思いますので、一旦事務局にお返ししま

す。 

○環境計画課長 皆様、御審議どうもありがとうございました。事務局から、その他事務

連絡ということで御報告させていただきます。 

 先ほど、本編の審議資料１－５の36ページ、コラムで気候市民会議の欄がございます。

また、66ページ、脱炭素先行地域というコラムがございます。こちらにつきまして、すみ

ません、最初のところで少し議論をとしたんですが、時間の都合がございまして、ちょっ

と御紹介だけさせていただきますと、脱炭素先行地域につきましては、先ほど委員の皆さ

んからも同じような御意見が出たと思うんですが、これから区民、事業者の方がどうやっ

て行動していくかという取組みの一つとして、要するに、脱炭素先行地域の検討。あるエ

リアを指定して、区民、事業者の方がそれぞれどういうふうに取り組んでいくかを検討す

る。 

 また、気候市民会議でございますが、区民意見とか区民説明会でも御意見をいただきま

して、この辺もある程度、気候市民会議的なものを世田谷らしいもので何かつくっていけ

ないかということで、かなり目標を高く設定しております。今回の計画で終わりではなく

て、引き続き次年度以降も新しい施策を積み上げていくような形で、また2030年の目標に

向けて取組みを進めていきたいと思っております。 

 次回の日程でございますが、令和５年５月に次の審議会を予定しております。私のほう

からは以上でございます。 

○環境政策部長 では、本日の審議会をもちまして、第14期の環境審議会は最終回となり
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ます。委員の皆様には改めて御礼申し上げます。 

 今期の審議会では、世田谷区地球温暖化対策地域推進計画の見直しをはじめ、多様な分

野において御審議、御意見を頂戴いたしました。議論の中では、委員の皆様から様々な御

教示をいただきました。このことをこれからの区の施策にしっかりと反映して取り組んで

いく必要があると、改めて感じているところでございます。 

 また、今期をもちまして御退任される委員がいらっしゃいます。〇〇会長、〇〇委員、

〇〇委員、〇〇委員、〇〇委員の５名でございます。あいにく〇〇委員と〇〇委員につき

ましては本日御欠席でございますが、〇〇会長、〇〇委員、〇〇委員から最後に一言ずつ

お言葉をいただければと思います。 

 〇〇会長におかれましては、第10期から今期まで10年間と長きにわたり、また、第11期

からは会長として、審議会の進行をはじめ専門的な知見から多くの貴重な御意見を頂戴い

たしました。ありがとうございました。 

 また、〇〇委員と〇〇委員におかれましては、区民公募委員として２年間、区民の目線

から区政に対する貴重な御意見をいただき、ありがとうございました。 

 それでは、初めに〇〇会長、一言お願いいたします。 

○会長 すみません、それではせっかくの機会なので、ありがとうございました。委員の

方々にはいろいろお助けをいただき、また、事務局のほうの熱心な作業をいただいて、お

かげさまでこの10年間、任務を果たせてよかったなと思っております。しかし、環境審議

会の役割はむしろどんどん増えてきておりますので、私は今回引退させていただきますけ

れども、ぜひ残られた方々におきましては、引き続きさらに厳しく御意見を述べ、区の取

組みを叱咤激励していただけるとありがたいなと思います。 

 私自身、役人上がりなものですから、役所がどうやってサボるかかなりよく知っている

ので、いろいろしつこく厳しい意見を申し上げましたけれども、お許しいただきたいと思

います。決して悪気があって言ったものではございませんので、すみません、よろしくお

願いいたします。 

 私は、たまたま偶然ですけれども、住所が今、〇〇県〇〇市になっておりまして、また

そちらのほうで引き続き環境の取組みを、もちろん世田谷区にもいますけれども、両方で

やっていきたいと考えております。どこかでお会いすることがあるかと思いますけれど

も、ひとつそのときはよろしくお願いいたします。 

○環境政策部長 会長、ありがとうございました。 
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 続きまして、〇〇委員、お願いいたします。 

○委員 ２年間ありがとうございました。やはり自分の中では、この区民委員に応募する

ときに、自分の目線というのがみどりとか、そういうことがすごく多かったのと、地域の

中の環境ということを考えていました。この２年間、ここに参加することで、いろんな新

聞とか雑誌とか、その他の情報の中で、やっぱり環境に関することをすごく敏感にキャッ

チすることができたかなと思って、ただ、それが全部理解できているわけではないんです

けれども、目線がそういうふうに広がっていったということを感じています。 

 そして、やっぱり自分が住むところが一番、今、自分の家の中でも、庭を雨庭にすると

か、そういう活動をしながら、いろいろな地域の人と通じながら生物多様性に関わってい

く環境とか、そういうことを含めながら、もっといろいろ楽しく環境を考えるということ

をつなげていきたいと思っています。ありがとうございました。 

○環境政策部長 〇〇委員、ありがとうございました。 

 続きまして、〇〇委員、お願いいたします。 

○委員 ２年間ありがとうございました。今回、環境ということで、本当に今すごくグロ

ーバル、全体での変化があって、人として生きる上でどのように環境と向き合うべきかを

また議論するところでもあるということで、非常に私自身も勉強させられたし、これから

施策をどんどんつくっていくところで、皆様もこれから変化を敏感に感じ取られながら、

よりリードしていく、そんな世田谷であってほしいなと思います。ありがとうございまし

た。 

○環境政策部長 〇〇委員、ありがとうございました。 

 それでは、以上をもちまして、第14期環境審議会は閉会とさせていただきます。改めま

して第14期委員の皆様、ありがとうございました。 

午後０時09分閉会 


